
 

 

相続財産管理人選任申立て 

（民法８９７条の２第１項） 

 

【必要書類】 

・申立書（別紙１の記載例を参考にしてください）  

 ＊特に相続財産管理人選任を要する事情を具体的に記載してください。  

 ＊候補者は必須ではありません。  

・収入印紙８００円，郵便切手８３６円分（８４円９枚，１０円８枚）  

 ＊予納金の納付は原則として不要ですが，裁判官の指示により相談させ

ていただくことがあります。  

・本人が死亡したことを示す資料（除籍謄本等）  

・本人につき相続人が存在することを示す資料（戸籍謄本等）及び親族関

係図  

＊ただし，全ての相続人を明らかにする必要はありません。  

・相続財産の内容を示す資料（通帳写しや不動産全部事項証明書等）  

以  上  





 

相続財産管理人選任（２／２） 

申  立  て  の  趣  旨 

  被相続人の相続財産管理人を選任するとの審判を求める。 

申  立  て  の  理  由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続財産管理人 

 

候  補  者 

 

□ 裁判所に 

 一任する 

 

住  所 

〒   －          電話   （   ）     

  

                                  

フリガナ 
 
氏  名 

 

  
  

 
 昭和   年  月  日生 
  

 
 
職  業 

 

  

 
被相続
人との
関係 

 

 

 
事務所 

〒 
                           電話   （   ） 

 



 
（別紙１）相続財産管理人選任申立書の記載例 

 

申  立  て  の  趣  旨 

  被相続人の相続財産管理人を選任するとの審判を求める。 

申  立  て  の  理  由 

１ 申立人は，令和○年○月○日に京都家庭裁判所より被相続人の成年後見人に選任されたが， 

 被相続人は令和1年12月11日○年○月○日死亡し，相続が開始した。 

２ 相続人は，被相続人の長男亡△△の子○○，次男▽▽並びに長女□□の３名であるところ， 

  いずれの相続人も相続する意向を示すものの，▽▽と□□は被相続人の生前から対立し，相互 

  に相手方への相続財産の引継ぎを拒んでおり，そのような状況から，○○も相続財産の引継ぎ 

 を拒んでいる状態にある。 

３ 被相続人の相続財産は，別紙相続財産目録記載のとおりであり，現在は申立人が管理してい 

  る。 

４ よって，申立ての趣旨のとおりの審判を求める。 

  なお，相続財産管理人には，被相続人の後見人として従前から財産を管理し，内容等を把握 

 している申立人が選任されることを希望する。 

 

相続財産管理人 

 

候  補  者 

 

□ 裁判所に 

 一任する 

   

 

住  所 

〒○○○－○○○○      電話○○○（○○○）○○○○ 

京都市○○区○○町○○番地 ○○ビル○階 ○○事務所 

                                  

フリガナ 
 
氏  名 

 

 ○ ○ ○ ○ 
  

 
 昭和 ○○年 ○月 ○○日生 
  

 
 
職  業 

 

 弁護士 

 
被相続
人との
関係 

 

元後見人 

 
事務所 

〒 
                           電話   （   ） 


